
令和６年７月農業委員会定例会議事録 

日時 

 

場所 

 

 

 

日程第１ 

日程第２ 

日程第３ 

日程第４ 

日程第５ 

日程第６ 

 

出席委員 

 

 

 

 

欠席委員 

 

事務局 

 

農林水産課 

 

農地機構 

 

傍聴者 

 

 

 

令和６年７月１９日（金）午後１時３０分～午後２時０９分 

 

さぬき市役所３階３０１・３０２ 

 

議事録署名委員の指名について 

 

諸報告 

農地法第３条に基づく申請審議について    （会長提出議案第１～６号） 

農地法第４条に基づく申請審議について    （会長提出議案第７号） 

農地法第５条に基づく申請審議について    （会長提出議案第８～１４号） 

農用地利用集積計画の審議について      （会長提出議案第１５号） 

その他 

 

1山下加代子 2吉原博美 3眞田幸隆 4蓮井セツ子 5松岡浩二 

6池田幸嗣 7大塚ノブ子 8林 文夫 9藤井 修 10樫村浩二 

11十川隆行 13戸田修治 14長田禎二 15細川和美 

16岩澤佳宣(会長職務代理者) 17芳竹和政（会長） 

 

12寒川孝志 

 

蓮井敏彦事務局長 頼冨伸次副主幹 松本美佳係長 藤川英祐主査 

 

玉木省三副主幹 

 

猪熊正農地集積専門員 西渕健一農地集積専門員 

 

なし 

 

 

 



  

  

事務局 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、ただいまより令和６年７月の定例会を開催致します。 

それでは、よろしくお願いします。 

 

改めまして、皆さん、こんにちは。今日、梅雨明け宣言がされたそうで、

また暑い日が続きます。水分は十分取っていただいて、熱中症には十分気を

つけていただきたいと思います。 

農業委員、今日でちょうど１年たちます。皆さんの協力をもちまして、ど

うにか１年もちました。まだ２年ありますが、どうぞよろしくお願い致しま

す。また、地域計画では皆さんにはいろいろとお世話になっております。ど

うぞよろしくお願い致します。 

それでは、審議に入りたいと思います。慎重なる審議をお願い致します。 

なお、本日提案致します案件については、事前に各地区で現地確認し、調

査していただいていると思いますので、よろしくお願い致します。 

本日の出席は１７名中１６名の出席で、農業委員会等に関する法律第２７

条第３項の規定に基づき、過半数の出席ですので成立することを宣言致しま

す。 

では、議事録署名委員の決定ですが、私のほうから指名致します。それで

は、１３番 戸田委員さん、１４番 長田委員さん、両委員さん、よろしく

お願い致します。 

では、本日の日程に沿って進めさせていただきます。 

日程第１ 諸報告。事務局より説明をお願い致します。 

 

別紙Ａ４の資料１ページの農地法第１８条第６項に基づく通知についてを

ご覧ください。これは賃借権を中途解約するもので、２件受理しています。 

報告第１号、２号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行

っている農地で、貸人、●●●●●●●●●、●●●●様、借人、●●●●

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番他３筆です。

解約理由は借り手の都合のためです。 

別紙Ａ４の資料２ページの使用貸借終了農地返還通知をご覧ください。こ

れは使用貸借権を中途解約するもので、６件受理しています。 

報告第１号、２号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行

っている農地で、貸人、●●●●●●●、●●●●●様、借人、●●●●●

●●●、●●●●●●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●番●で

す。解約理由は貸人の要望のためです。 

報告第３号、貸人、●●●、●●●●様、借人、●●●●、●●●様、申

請地、●●●●●●●●●番です。解約理由は借り手の変更のためです。 

報告第４号、５号をご覧ください。これは農地機構を通じて貸し借りを行

っている農地で、貸人、●●●●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●

●●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番他４筆です。

解約理由は売買のためです。 



  

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

報告第６号、貸人、●●●●●●●●●、●●●様、借人、●●●●●●

●●●、●●●様、申請地、●●●●●●●●●●●●●番他３筆です。解

約理由は売買のためです。 

以上で報告を終わります。 

 

事務局の報告が終了致しました。 

日程第２ 農地法第３条に基づく申請審議について、会長提出議案第１号

から第６号を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局、説明をお願いします。 

 

今月の３条の案件は６件ございまして、面積にして９，１８５．５２㎡の

１９筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明させていただきます。議案書１ペー

ジからでございます。 

会長提出議案第１号と、農地法第５条になるんですが会長提出議案第８号

については関連がございますので、併せてご説明させていただきます。 

会長提出議案第１号、地区番号２、受付年月日、令和６年７月１日。譲渡

人、●●●●●●●●、●●●●様、譲受人、●●●、●●●●●●●●様。

申請地、●●●●●●●●●●●●●番、台帳地目、現況地目ともに田、地

積１，２６３㎡のうち１，２６２．８４㎡。申請事由は、営農型太陽光発電

設備を目的とする一時転用に係る区分地上権の設定です。 

続いて、会長提出議案第８号についてご説明致しますので、議案書の４ペ

ージをお開きください。 

会長提出議案第８号、地区番号２、受付年月日、令和６年７月１日。申請

者と申請地は割愛させていただきます。転用面積は１，２６３㎡のうち０．

１６㎡。転用目的、営農型太陽光発電設備。工事着完予定年月日、令和６年

８月２１日から令和９年８月２０日。権利は賃借権設定、農地区分は第一種

農地です。資料と致しましては１から２ページで、位置図を１ページの左側

に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の北約１kmに位置しており、田、宅

地及び道路に隣接しています。令和３年８月１７日付で、令和６年８月２０

日までの期間で営農型太陽光発電設備として一時転用の許可を受けていた申

請地について、３年間の期間延長をするための申請です。太陽光パネルの下

部の農地の営農状況につきましては、営農計画上の収穫量を確保できている

旨の報告書が提出されており、現在も水稲が作付されている状況です。地元

土地改良区及び水利組合の同意を得ており、申請地は第一種農地ではありま

すが、一時転用であることから不許可の例外に該当します。 

農地法第３条の説明に戻りますので、議案書の１ページをお開きください。 

 

備考に一時転用いうのは要らんの。太陽光の営農型だったら一時転用にな

るんだろ。要りますか。 



  

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうですね。私のミスです。一時転用の場合は備考欄に一時転用と記入し

ていたんですが、すみません、し忘れておりました。申し訳ございませんで

した。 

そうしたら、資料１ページの３条の説明に戻ります。 

会長提出議案第２号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番地●、台帳地

目現、況地目ともに畑、地積合計６１８㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止、

譲受人の申請事由は、現在経営する農地がないため新規就農としています。

権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は１人です。

資料と致しましては３ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の西約９７０ｍに位置し

ております。譲渡人は金銭的理由から土地を売却する必要があり、申請地へ

の進入路となる隣接の宅地ごと所有権を移転する申請に至りました。譲受人

は●●●にお住まいですが、申請地においては野菜や果樹を作付して管理し

ていく計画です。 

会長提出議案第３号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●●、●●●●●様、譲受

人、●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●番●、台帳地目、現

況地目ともに畑、地積３１９㎡。譲渡人の申請事由、農業廃止、譲受人の申

請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は９，

２８６㎡、受人従事数は２人です。資料と致しましては４ページになります。 

申請地は、さぬき市北部、小田出張所の北東約６４０ｍに位置しておりま

す。申請者は小田地区の農地利用最適化推進委員で、申請地周辺でも営農し

ており、経営面積の保全管理も行っております。 

会長提出議案第４号について、ご説明させていただきます。地区番号４、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●●●●●●、●●●様、

譲受人、●●●●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●

●●●番他１２筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計５，１０４．６

８㎡。譲渡人の申請事由、労力不足、譲受人の申請事由、経営規模の拡大。

権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は１４，６６９．２１㎡、受人

従事数は２人です。資料と致しましては５ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の南西約５６０ｍに位置しており

ます。申請者は申請地周辺にも農地を所有しており、経営面積の保全管理も

行っております。 

議案書の２ページをお開きください。会長提出議案第５号について、ご説

明させていただきます。地区番号５、受付年月日、令和６年７月１日。譲渡

人、●●●●●、●●●●●様。譲受人、●●●●●●、●●●●様。申請

地、●●●●●●●●●●●番●他１筆、台帳地目、現況地目ともに田、地

積合計１，３３１㎡。譲渡人及び譲受人の申請事由、祖母から孫への生前贈



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

眞田幸隆委員 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

林 文夫委員 

 

 

 

 

 

大塚ノブ子委員 

 

 

 

 

与です。権利は所有権の移転を伴うもので、経営面積は０㎡、受人従事数は

２人です。資料と致しましては６ページになります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の北西約４２０ｍと北西

約１kmに位置しております。祖母から孫への生前贈与ということで、申請地

においては水稲を作付する計画です。 

会長提出議案第６号について、ご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●●●、●●●様、譲受人、

●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●●●番●、台帳

地目、現況地目ともに田、地積５５０㎡。譲渡人の申請事由、労力不足、譲

受人の申請事由、経営規模の拡大。権利は所有権の移転を伴うもので、経営

面積は７，７３８㎡、受人従事数は１人です。資料と致しましては７ページ

になります。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の東約１６０ｍに位置し

ております。申請者は申請地周辺にも農地を所有しており、経営面積の保全

管理も行っております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については、●●地区、

●●地区、●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果

の報告をお願いします。 

●●地区からお願いします。 

 

それでは議案の１号でございますが、７月１６日に一応現地の確認を行い

ました。それで、先ほど説明のあったとおり、もう継続農地ということで、

支障はないと思います。ちなみに太陽光の運転開始ですが、２０２１年１２

月２４日から、ほんじゃけん、前回の貸借のときから一応、運転の開始をさ

れている状況でございます。特に支障はございません。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第２号議案ですけど、１４日の日曜日に推進委員と共に見ました。推進委

員の家の裏側にある土地でありまして、資料をもらったときは進入路の問題

があると思ったんですけども、事務局に問合せしますと、先ほど説明があっ

たとおり、宅地とも購入されるということで、問題ないのではないかという

ふうに考えました。どうぞお願いします。 

 

第３号議案についてご報告致します。私たち７月１３日に現地確認を行い

ました。譲受人の●●さんは農地利用最適化推進委員をなさっとって、無農

薬栽培をしております。そのできた物を出荷して販売しております。大変、

農業に熱心な女性です。整地されて管理されていましたので、私たちはよろ

しいのでないかと認めました。よろしくご審議ください。お願いします。 



  

 

議長（会長） 

 

十川隆行委員 

 

 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

４号議案でございますけども、これは借りておった田んぼを今度買うとい

う形のもので、何の問題もないと思います。よろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第５号議案、２筆ありますけども、●●●●のほうがちょっと草地になっ

ています。それから、●●のほうはもう今、稲が植わっています。いずれに

しても、おばあちゃんから孫への所有権移転いうことで、特に問題ないと思

います。 

それから、６号議案については高齢のために経営移譲ですから、特に問題

ないと思います。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第１号から第６号につきまして、

質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、議案第１号から第６号についてお諮りしま

す。議案第１号から第６号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第１号から第６号を原案のとおり認めることと致します。 

日程第３ 農地法第４条に基づく申請審議について、会長提出議案第７号

を議題とし、上程致します。 

それでは、事務局、説明をお願い致します。 

 

今月の４条の案件は１件ございまして、面積にして８５㎡の１筆です。 

それでは、個別の案件についてご説明致します。議案書３ページからでご

ざいます。 

会長提出議案第７号について、ご説明致します。地区番号１、受付年月日、

令和６年７月１日。申請人、●●●、●●●●様、申請地、●●●●●●●

●●●●番●●。台帳地目畑、現況地目宅地、地積８５㎡。転用目的は既存

宅地の拡張、工事着完予定年月日は昭和５４年１月１日から昭和５４年１２

月３１日。農地区分は第２種農地で、無断転用是正の案件です。資料と致し

ましては８から９ページで、位置図を８ページの左側に掲載しております。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●の東約１６０ｍに位置して

おり、畑、宅地及び道路に隣接しています。申請地は昭和５４年頃、併用地



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

 

山下加代子委員 

 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

である既存住宅が手狭になったことから、転用許可を受けずに造成・増築し

ており、このたび無断転用が発覚したため、転用申請に至りました。現在の

住宅の利用状況は、申請者の祖母が介護施設から時々帰っており、近隣に住

む申請者の母が掃除等の維持管理をしています。また、申請者自身も転勤等

で申請地からの通勤可能範囲になれば帰ってくる意向があるとのことです。

地元土地改良区の意見書や水利組合が存在しない旨の報告書のほか、始末書

も添付され反省の念を示していることなどから、許可も止むを得ないと考え

ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については津田地区の

関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお願いします。 

 

１７日に現地確認してまいりました。前と違って今回は大丈夫と思います

ので、よろしくお願いします。 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第７号につきまして質疑等があ

りましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、それでは、議案第７号につきましてお諮りします。議

案第７号について異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第７号を原案のとおり認めることとし、香川県へ進達致し

ます。 

日程第４ 農地法第５条に基づく申請審議について、会長提出議案第８号

から第１４を議題とし、一括上程致します。 

それでは、事務局、説明をお願いします。 

 

今月の５条の案件は７件ございまして、面積にして１０，３３１．１６㎡

の１６筆です。議案書４ページからでございます。 

会長提出議案第８号につきましては、会長提出議案第１号と併せてご説明

させていただきましたので、割愛させていただきます。 

会長提出議案第９号について、ご説明させていただきます。地区番号２、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●●●●、被相続人、●●

●●、相続人、●●●●様、●●●●様、●●●●様、●●●●様、譲受人、

●●●●●●●●、●●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●

●●●番●他３筆、台帳地目田、現況地目田及び山林、地積合計１，７８７



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㎡。転用目的、資材置場、工事着完予定年月日は令和６年９月１０日から令

和７年３月１０日。権利は所有権移転売買、農地区分は第２種農地です。資

料と致しましては１０から１１ページで、位置図を１０ページの左側に掲載

しております。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●の東約３．１kmに位置しており、

雑種地、山林及び道路、水路に隣接しています。譲受人は主に解体業を営む

法人で、併用地の既存資材置場が手狭となったため、資材置場の敷地拡張を

検討しておりましたところ、耕作放棄地となった農地の管理に困っていた土

地所有者との意向が合致し、申請に至りました。地元土地改良区及び水利組

合の同意を得ております。 

会長提出議案第１０号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●●●、●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、台帳地目、

現況地目ともに田、地積７０１㎡。転用目的、農家住宅、工事着完予定年月

日、令和６年８月２０日から令和７年５月３１日。権利は所有権移転売買、

農地区分、第３種農地。用途区分、第二種住居地域。資料と致しましては１

２から１３ページで、位置図を１２ページの左側に掲載しております。 

申請地の概要でございますが、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南

西約２５０ｍに位置し、隣接については、田、宅地、雑種地及び道路に接し

ております。この申請なんですが、●●地区の●●●●●●●●●●●●●

●●●●をしなければならないということで、農家住宅への転用ということ

で、令和６年３月１８日付で一度、譲受人の息子さんのお名前で転用許可を

受けていたんですが、●●●と土地所有者との●●契約のときに●●●であ

る●●●●様のお名前で契約を締結していたことから、前回の許可を取消し

て、●●●のお名前で転用申請をやり直すということになりました。申請地

は、商業施設、教育施設、医療施設、ＪＲの駅に近い第３種農地であり、地

元土地改良区をはじめ、水利組合の同意も得ております。 

続いて、会長提出議案第１１号について、ご説明させていただきます。地

区番号３、受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●、●●●●様、

譲受人、●●●、●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●●番●、

台帳地目、現況地目ともに田、地積１，０９５㎡。転用目的、宅地分譲、工

事着完予定年月日、令和６年１０月１日から令和７年８月３１日。権利、所

有権移転売買、農地区分、第３種農地、用途区分、第一種住居地域。資料と

致しましては１４から１５ページで、位置図を１４ページ左側に掲載してい

ます。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南約３００ｍに位置し

ており、宅地及び道路に隣接しています。譲受人は主に不動産業を営む法人

で、事業拡大のため宅地分譲用地に適した土地を探していたところ、土地所

有者との意向が合致し、申請に至りました。申請地は、商業施設、教育施設、

医療施設、ＪＲの駅に近い第３種農地であり、地元土地改良区及び水利組合

の同意を得ております。 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長提出議案第１２号について、ご説明させていただきます。地区番号３、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●、●●●●様、譲受人、

●●●●、●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●●番他３筆、台

帳地目畑、現況地目畑及び道路、地積合計１，３０３㎡。転用目的、太陽光

発電設備に係る防災施設、進入路、駐車場、工事着完予定年月日、令和６年

８月２５日から令和７年８月２４日。権利、所有権移転売買、農地区分、第

２種農地、無断転用是正の案件です。資料と致しましては１６から１８ペー

ジで、位置図を１６ページの左側に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●の西約６００ｍに位置して

おり、畑、宅地、山林及び道路に隣接しています。譲受人は主に小売業を営

む法人で、令和３年６月頃、転用の許可を受けずに沈砂池や水路等の防災施

設及び進入路として申請地を造成していました。無断転用の発覚後は農地法

やみどり条例の規定に沿って適正な手続を取るよう協議、指導があり、この

たび転用申請に至りました。地元土地改良区及び水利組合の同意を得ており

ます。なお、始末書も添付され反省の念を示していることなどから、許可も

止むを得ないと考えております。 

会長提出議案第１３号について、ご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●●●、●●●●●様、譲

受人、●●●●●●、●●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●●

●●●番●他３筆、台帳地目、現況地目ともに田、地積合計５，２１５㎡。

転用目的、分譲住宅、工事着完予定年月日、令和６年９月１０日から令和９

年８月３０日。権利、所有権移転売買、農地区分、第２種農地。本年２月に

農振除外の申請があった案件です。資料と致しましては１９から２２ページ

で、位置図を１９ページの左側に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●●●●●●の南約４２０ｍに位置し

ており、宅地及び道路、水路に隣接しています。譲受人は主に不動産業を営

む法人で、事業拡大のため分譲住宅用地に適した土地を探していたところ、

土地所有者との意向が合致し、申請に至りました。地元土地改良区及び水利

組合の同意も得ております。 

会長提出議案第１４号について、ご説明させていただきます。地区番号５、

受付年月日、令和６年７月１日。譲渡人、●●●●●●●、●●●●様、譲

受人、●●●●●●●、●●●●●●●●●●様。申請地、●●●●●●●

番、台帳地目、現況地目ともに田、地積２３０㎡。転用目的、進入路、工事

着完予定年月日、令和６年９月１日から令和６年１０月３０日。権利、所有

権移転売買、農地区分、第２種農地。資料と致しましては２３から２５ペー

ジで、位置図を２３ページの左側に掲載しています。 

申請地は、さぬき市●●、●●●●●の東約４０ｍに位置しており、山林

及び道路、水路に隣接しています。譲受人は建設資材の製造・販売業を営む

法人で、併用地である山林での土採取及び採取後の資材置場用地の確保を計

画しており、申請地を進入路として利用したいと考えており、農地の管理に

困っていた土地所有者との意向が合致し、転用申請に至りました。地元土地
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議長（会長） 

 

林 文夫委員 

 

 

 

事務局 

 

 

林 文夫委員 

 

 

 

 

大塚ノブ子委員 

 

 

 

 

 

 

議長（会長） 

 

戸田修治委員 

 

 

 

改良区及び水利組合の同意を得ております。 

以上です。 

 

事務局からの説明が終了致しました。なお、本議案については●●地区、

●●地区、●●地区の関係案件ですので、代表委員から調査結果の報告をお

願いします。 

●●地区からお願いします。 

 

それでは、８号については先ほど３条でご説明があったとおり割愛なので、

第９号についてご説明を致します。７月１６日に一応、現地の確認を行いま

した。農地のほうは長年耕作されていない状況であり、また、今回購入され

る有限会社につきましては、隣接がもうその有限会社所有の農地であること

から、止むを得ないと判断されます。どうぞよろしくお願いします。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

第１０号ですけども、１０号で今、説明があったんですけど、工事着工の

ところの年月日、何と言いましたか、今。６年８月２０日から７年８月１９

日と言いましたか。そういうふうに聞えなかったです。 

 

令和６年８月２０日から令和７年５月３１日と私読みましたが、令和７年

８月１９日、議案書のほうが正しいです。すみません、読み間違えました。 

 

ちょっと書いているのと違ったので聞いただけですが、これ前回の農業委

員会で錯誤ということなので、特に問題ありません。 

１１号ですけども、１１号も同じように、推進委員のところだったんです

けど、特に問題ありませんので、よろしくお願いします。 

 

第１２号について、ご報告致します。私たち７月１３日に現地の確認を行

いました。皆さん資料の１６、１７ページを見たら、この地図、何回も見た

ことあるなと思うと思うんです。地図ではちょっと分かりにくいかもわかり

ませんけれども、場所としては駐車場、それと調整池、それと道路になって

おりました。無断転用の是正ということで、私たちはよろしいのではないか

と認めることにしました。よろしくご審議いただきたいと思います。 

 

続いて、●●地区代表委員から報告をお願いします。 

 

１３号議案については、もう既に農振除外の申請地で、私ども既にもう見

ています。特に問題ないと思います。 

それから、１４号についても、現況もう山林状態なので、土砂を取るとい

うことで、進入路ですか、特に問題ないと思います。よろしくお願いします。 
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議長（会長） 
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議長（会長） 

 

 

 

全委員 

 

 

地区代表委員の報告が終わりました。議案第８号から第１４号につきまし

て質疑等がありましたら、発言を認めます。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、議案第８号から第１４号についてお諮りします。議案

第８号から第１４号について、異議ありませんか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、議案第８号から第１４号を原案のとおり認めることとし、香川

県へ進達致します。 

日程第５ 農用地利用集積計画の審議について、会長提出議案第１５号を

上程致します。 

なお、今月の議案で、農地中間管理事業対象農用地等総括表の７番、８番、

１５番から１９番、２２番、２３番が●●委員、１３番が●●委員と●、２

０番、２１番が●の関係議案になり除斥対象議案になりますので、後で別審

議と致します。 

では、事務局から説明を求めます。 

 

会長提出議案第１５号について、ご説明致します。農地の貸し借りについ

ての説明で、議案書６ページから８ページとなります。 

権利の受け手は中間管理機構２１件となっております。２１件のうち新規

１８件、再設定３件となっております。２１件のうち、使用貸借権２１件と

なっております。期間は、１０年１４件、９年１件、６年６件となっており

ます。 

続いて、農地中間管理事業対象農用地等総括表の定例会出席委員さん案件

を除いた４２件について説明致します。別紙のＡ３の総括表をご覧ください。 

貸付先は、個人１８件、法人２４件となっております。設定する権利等の

種類は、使用貸借権４２件となっております。期間は、１０年２９件、９年

２件、６年１１件となっております。利用内容は、水稲、麦、露地野菜、飼

料用作物の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑に入ります。なお、本案件につきましては案

件も多く、時間がかかりそうですので、一括して質疑に入ります。質疑等あ

る場合は整理番号を指定の上、ご発言ください。 

 

「質疑なし」との声あり。 
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全委員 

 

議長（会長職務

代理者） 

全委員 

 

議長（会長職務

代理者） 

 

 

 

議長（会長） 

 

ないようですので、それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の７

番、８番、１３番、１５番から２３番を除く議案第１５号について原案のと

おり認めることとしてよろしいでしょうか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

それでは、農地中間管理事業対象農用地等総括表の７番、８番、１３番、

１５番から２３番を除く議案第１５号について原案のとおり認めることと致

します。 

続きまして、農地中間管理事業対象農用地等総括表で、●●委員の関係議

案である７番、８番、１５番から１９番、２２番、２３番、●●委員と●●

委員の関係案件である１３番、●●委員の関係案件である２０番、２１番の

審議に入りますので、議事進行を職務代理にお願い致します。 

 

それでは、●●委員、●●委員、●●委員の退席を求めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 退席） 

 

では、事務局からの説明を求めます。 

 

農地中間管理事業対象農用地等総括表についての定例会に出席されている

委員さんの案件は１２件で、設定する権利等の種類は、使用貸借権１２件と

なっております。期間は１０年９件、６年３件となっております。利用内容

については、水稲、麦の作付となっております。 

以上です。 

 

説明が終了致しました。質疑等ありませんか。 

 

「質疑なし」との声あり。 

 

ないようですので、原案のとおり承認してよろしいですか。 

 

「異議なし」との声あり。 

 

原案のとおり承認致します。 

退席されている●●委員、●●委員、●●委員の再入場を認めます。 

 

（●●委員、●●委員、●●委員 着席） 

 

本日上程の議案については以上ですが、日程第６ その他で、何かありま

せんか。 



  

 

全委員 

 

議長（会長） 

 

農地中間管理

機構 

議長（会長） 

 

 

ありません。 

 

農地集積専門員から何かありましたら。 

 

ございません。 

 

以上をもちまして、令和６年７月農業委員会定例会を閉会と致します。慎

重なる審議を頂き、お礼を申し上げます。 

 

（ ２時０９分閉会） 

 

 

 

各議案毎の採決結果（議長は可否に入らず） 

・農地法第３条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第４条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農地法第５条に基づく申請審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

・農用地利用集積計画の審議について 

賛成委員・・・・・・・１５名  反対委員・・・・・・・０名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

上記は会議の顛末を録して正当なることを証して署名する。 
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